
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

平成２４年 ６月１９日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

提出者                   

住 所 愛知県安城市池浦町池西108番地   

氏 名 株式会社 クサカ         

                          代表取締役 日下 成人 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０５６６－７３－６２００    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社 クサカ 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県安城市池浦町池西108番地 

計 画 期 間  平成２４年 ４月 １日 ～ 平成２５年 ３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類  ０６ 総合工事業 

②事 業 の 規 模  元請完成工事高 １，９２０ 百万円 

③従 業 員 数  ６３人 

 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
 別紙１のとおり 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

添付資料：別紙２保管施設配置図と廃棄物処理に関する責任と役割表 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】 別紙３のとおり      

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら 

排 出 量 ３，５９８ｔ １１，７０８ｔ

①現状 （これまでに実施した取組） 

 

・材料などの余剰材が発生しないように管理を行う。 

・梱包材の簡素化を行う。 

 

 

【本年度（平成２４年度）目標】 別紙３のとおり 

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら 

排 出 量 ３，２４０ｔ １０，５４０ｔ

 

②計画 （今後実施する予定の取組） 

 

・工法の見直し、改善を行う。 

・設計及び施工の各段階にて、メーカーや発注者と調整する。 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

・戸建住宅の分別スペースを確保し、４品目以上の分別収集に取組む。

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

・解りにくい廃棄物は、リスト化して誰でも分別できるようにする。

管理部廃棄物担当者（廃棄物担当者）

管理部 機材ｾﾝﾀｰ 担当者 

（廃棄物処理責任者） 

住宅部 担当者 

（廃棄物処理責任者） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 担当者 

（廃棄物処理責任者） 

専務取締役（廃棄物統括責任者） 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

・特にありません。 

 

【本年度（平成２４年度）目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

・現在、検討中。 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

・特にありません。 

 

 

【本年度（平成２４年度）目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

・現在、検討中。 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ
①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

・特にありません。 

 

【本年度（平成２４年度）目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

・現在、検討中。 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】 別紙４のとおり      

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら 

全 処 理 委 託 量 ３，５９８ｔ １１，７０８ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
３，５９８ｔ １１，７０８ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
３，５９８ｔ １１，７０８ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
０ｔ ０ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

０ｔ ０ｔ

 ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

・再資源化施設を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 

・中間処理業者に更なる減量化を依頼する。 

 

 

 



 

 

（第５面） 

【本年度（平成２４年度）目標】 別紙４のとおり 

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら 

全 処 理 委 託 量 ３，２４０ｔ １０，５４０ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
３，２４０ｔ １０，５４０ｔ

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
３，２４０ｔ １０，５４０ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ

 ②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

・建設混合廃棄物を搬出時および委託処分により選別し、再利用を進

める。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別紙１ 

  （１）全社員及び協力業者は、下記のように分別し産業廃棄物のリサイクル化に取り組む。 

 

 

 

 

産業廃棄物 

０１ コンクリートがら 

０２ アスコンがら 

０３ その他がれき類 

０４ ガラス・陶磁器くず 

０５ 廃プラスチック類 

０６ 金属くず 

１１ 建設汚泥 

１２ 紙くず 

１３ 木くず 

１４ 繊維くず 

０７ 混合（安定型のみ） 

１６ 混合（管理型含む） 

２１ 廃石綿等 

積替・保管施設 

あきびん（キャップはとる） 

廃プラスチック

塩ビ管のみ 

金属くず 

紙くず（ダンボール含む）

木くず（縦横 50cm まで）

混合 

ガラス・陶磁器・がれき類

あきかん 

機材センター 保管施設

収集・運搬業者 

終処分・再生業者 

中間処理業者 

分別収集を行うこと 

１５ 廃石膏ボード 



 

 

（２）再資源化 

 

 

     

０６ 金属くず 

０１ コンクリートがら 

０２ アスコンがら 

０３ その他がれき類 

０４ ガラス・陶磁器くず

０５ 廃プラスチック類 

１１ 建設汚泥 

１２ 紙くず 

１３ 木くず 

１４ 繊維くず 

０７ 混合（安定型のみ）

１６ 混合（管理型含む）

２１ 廃石綿等 

再生骨材 

カレット、瓶原料 

建設路盤材 

古鉄 

再生アスファルト合材 

木材チップ 

再生古紙 

改良土 

再生プラスチック（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）

助燃材（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ） 

再生繊維 

可能な限り、分別し 

リサイクル化 

焼 
 

却 

埋
め
立
て
処
分 

焼却灰 

焼却灰 

破砕残 

１５ 廃石膏ボード 

環境省から平成１８年

6 月 1 日付けの通知 
管理型処分場で埋立て

処分 



 

 

※ 愛知県条例第７条２項により、当社が使用する産業廃棄物処理業者（トーアクリーン、エヌジェ

イエス）の施設と 終処分の状況を１年に１回管理部で確認して、各部に報告する。 

 

  プロジェクトで発生するものの中で、わかりにくい物は下記を参考にして分別の基準とする。 

 

０４ ガラス・陶磁器くず 

      スズラン灯電球、サンダー替刃、マジックインキ、グラスウール材、蛍光灯など 

   ０５ 廃プラスチック類 

      サニーホース、サクションホース、土嚢袋、エラスチックフィラー、エラスタイト、 

      シール材容器、梱包用バンド、使用済みウエス、許可用プラスチック板、ブルーシート、 

      ＰＰシート、長靴、雨カッパ、養生マット、トラロープ、ナイロンスリング、 

発泡スチロール、硬質塩ビシート（ソフト巾木）、シートの結束紐、 

カートリッジ（シーリング）の空筒、シーリング材のついた養生テープ、 

布切れ（ボロ・軍手）、クロス材料（不燃・難燃）、巾広養生テープ、ビニール関連、 

ゴム関連、ウレタン発泡材、スタイロホーム、外壁防湿シート、化粧塩ビ枠など 

  ０６ 金属くず 

     ブリキ缶（接着材残ありも可）、カラースプレー缶、電気コード、クイッピー替刃、 

     溶接棒、ワイヤロープ、塗料の空缶など 

  １２ 紙くず 

     セメント袋、ボイド管、ホッチキス玉付ダンボールなど 

  １３ 木くず 

     竹ホーキ、釘付木材、硬質繊維版、ベニヤ合板（薄ベニヤ）など 



 

 

   （３）産業廃棄物広域再生利用指定制度の採用 

      下記の産業廃棄物については、広域再生利用指定制度の指定を受けた業者を利用するこ 

             とにより、積極的にリサイクル活動に取り組む。 

・ ロックウール製品 

・ ＡＬＣ板（軽量気泡コンクリート） 

・ グラスウール 

・ 窯業系サインディング製品 

・ パーティクルボード製品 

・ ケイ酸カルシウム製品 

 

 

（４）産業廃棄物の換算比重は次の通りとする。 

 

換算比重 （ｔ/ｍ３又は㎏/リットル）

０１ コンクリートがら 2.30 １１ 建設汚泥 1.10 

０２ アスコンがら 2.30 １２ 紙くず 0.17 

０３ その他がれき類 1.70 １３ 木くず 0.60 

０４ ガラス・陶磁・くず 1.20 １４ 繊維くず 0.12 

０５ 廃プラスチック類 0.40 １５ 廃石膏ボード 1.00 

０６ 金属くず 1.50 １６ 混合（管理型を含む） 1.00 

０７ 混合（安定型のみ） 1.00 ２１ 廃石綿等 1.00 

 

  



 

 

（５）廃棄物処理業者の選定 

 

 

 

廃棄物処理業者 

 

 

 

「廃棄物処理業者の事業内容等」の 

事前確認・・・管理部 

 

・ 事業の区分（「収集運搬（保管なし）

か、収集運搬（保管あり）か、中間処

理か、 終処分か」） 

・ 扱える産業廃棄物の種類、許可年月日

と有効期限 

・ 都道府県知事（保健所を設置する市に

あっては市長）の印 

・ 許可の条件 

・ 処分方法、施設の処理能力 

処理業者選定の流れ 

Ａ 

業者 

Ｂ 

業者 

Ｃ 

業者 

Ｄ 

業者

Ｅ 

業者 

Ｆ 

業者 

Ｇ 

業者 

Ｈ 

業者

 

「廃棄物処理業者施設」の 

現地巡視・・・管理部 

 

・ 許可証（立看板）との照合 

・ 処理の内容、能力、埋立残余量の確認な

ど 

廃棄物処理業者の 

決定・・・管理部 

 

 

Ａ 

業者

Ｆ 

業者

Ｃ 

業者 

 

プロジェクト（場所、特管廃棄物など）に

おいて、現場担当者もしくは担当課長が決

定する場合もあり。 



 

 

（６）委託契約手順 

 

 

工事受注 

「産業廃棄物委託業務 

契約依頼書」の作成・・・現場担当者 

 

・収集・運搬、処理の委託必要 

・廃棄物の種類、予定発生数量 

の算出 

・現場地図の添付など 

「産業廃棄物委託業務 

契約依頼書」の確認 

      ・・・管理部 

・内容の再確認 

「産業廃棄物委託業務 

契約書」の作成・・・収集・運搬、 

処理業者 

 

・内容の再確認 

・契約書の作成 

 

契約手順の流れ 

送付 

送付 

「産業廃棄物委託業務契約書」の保管 

 ・・・管理部 

 

・５年間保管 

「産業廃棄物委託業務契約」の締結 

   ・・・管理部 

 

下記の内容事項が契約書に記載されている

か再確認をする。 

 

・産業廃棄物の種類と数量 

・運搬の 終目的地の所在地 

・処分又は再生の方法、所在地及びその施

設の処理能力 

・中間処理契約の際には、 終処分の場所

の所在地、 終処分の方法及び 終処分

に係る施設の処理能力 

・事業の範囲、委託契約の有効期限 

・委託者が受託者に支払う料金 

・積替、保管を行うときは所在地、種類、

保管の上限 

・安定型産業廃棄物を積替・保管場所にお

いて他の廃棄物と混合することの許否 

・適正処理のための必要な情報 

・受託業務終了後の委託者への報告事項 

・委託契約解除後の処理されない廃棄物の

取扱 

 

プロジェクト（場所、特管廃棄物など）にお

いて、現場担当者もしくは担当課長が契約す

る場合もあり。 



 

 

  （７）収集・運搬、処理手順

 

産業 

廃棄物発生 

「産業廃棄物収集・運搬、処理依頼書」 

の作成・・・廃棄物処理責任者 

（7/31 項参照。） 

 

・ 廃棄物の種類、発生数量の報告など 

「産業廃棄物収集・運搬、処理依頼書」の 

確認・・・収集・運搬、処理業者 

 

・収集・運搬、処理の内容確認 

「マニフェストの発行」 

・・・現場担当者 

 

・ 車輌ごと、廃棄物の種類 

ごとにマニフェストを発行 

 

収集・運搬、処理手順の流れ 

送付 

「マニフェスト」の管理 

・・・現場担当者 

 

①収集運搬業者が１社の場合 

・Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票の確認 

 

②収集運搬業者が２社の場合 

・Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票の確認 

 

・５年間保管 

「産業廃棄物数量報告書（定期）」の 

作成・報告・・・現場担当者 

 

・毎月の廃棄物発生数量の作成 

・工事完了後、及び４月１日に報告 

「産業廃棄物数量報告書（定期）」の 

作成・報告・・・担当課長 

・ 報告を受けた全数集計処理 

・ 管理事業部への報告 

「多量排出事業者実施状況報告書」の 

作成・報告・・・管理部 

・ 報告を受けた全数集計処理 

・ 愛知県、政令市への報告 

「措置内容等報告書」の作成・報告 

・・・廃棄物処理責任者 

（7/31 項参照。） 

 

・ Ｄ票が９０日以内（特管６０日以内）

・ Ｅ票が１８０日以内 

・ 愛知県、政令市へ報告 

マニフェストが 

戻ってこない場合 



 

 

（８）機材センターへの廃棄物搬入手順（土木・建築・住宅現場） 

 

 

 

産業 

廃棄物発生 

「産業廃棄物の自社運搬による搬入」 

・・・現場担当者 

「産業廃棄物搬入表」の作成 

・・・現場担当者 

 

・搬入先設置の指定用紙に搬入日、工事番号、

現場担当者名、搬入量（ｍ3）を記載する。 

「搬入数量の確認」 

・土木・建築現場 → 機材センター担当者 

 住宅現場 → 住宅部現場担当者 

・廃棄物の数量が妥当かどうかを判断し、搬

入を許可する。 

 

取扱廃棄物 

機材センター クレバリー安城店 

01 コンクリートがら 12 紙くず 

02 アスコンがら 13 木くず 

03 その他がれき類 15 廃石膏ボード 

04 ガラス・陶磁器くず  

04 あきびん  

05 廃プラスチック  

05 塩ビ管  

06 金属くず  

06 あきかん  

07 混合（安定型のみ）  

12 紙くず  

13 木くず  

16 混合（管理型含む）  

 

廃棄物搬入手順の流れ 

「マニフェスト」の管理 

・・・管理部 

①収集運搬業者が１社の場合 

・Ａ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票の確認 

 

②収集運搬業者が２社の場合 

・Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票の確認 

 

・５年間保管 

「産業廃棄物数量報告書（定期）」の 

作成・報告・・・現場担当 

 

・毎月の廃棄物発生数量の作成 

・工事完了後、及び４月１日に報告 

「産業廃棄物数量報告書（定期）」の 

確認・報告・・・担当課長 

 

・ 報告を受けた数量確認 

・ 管理部への報告 

「多量排出事業者実施状況報告書」の 

作成・報告・・・管理部 

 

・ 報告を受けた全数集計処理 

・ 愛知県、政令市への報告 

「措置内容等報告書」の作成・報告 

・・・管理部、住宅課長 

 

・ Ｄ票が９０日以内（特管６０日以内）

・ Ｅ票が１８０日以内 

・ 愛知県、政令市へ報告 

「マニフェストの発行」 

・ 土木・建築現場 → 機材センター担当者 

  住宅現場 → 住宅部現場担当者 

・ 車輌ごと、廃棄物の種類ごとにマニフェス

トを発行 

・ マニフェスト交付番号を産業廃棄物搬入

表に記載し、Ａ票に添付し各部現場担当者

へ提出する。 

ﾏﾆﾌｪｽﾄ

が戻っ 

てこな 

い場合 



別紙２ 

廃棄物保管施設配置図（総務 機材センター担当者） 

 

 

 

既設事務所 

屋内 

貯蔵庫 

 

既
設
倉
庫 

  

既
設
倉
庫 

 

 

 
既設倉庫 

公道８ｍ 

廃プラスチック類 

金属くず、紙くず 

木くず、混合 

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 

ｱｽｺﾝがら 

がれき類 
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● 廃棄物保管施設配置図（住宅部 担当者） 

 

 

モデルハウス 

 

 

事務所 

 

公道 16ｍ 

紙くず、木くず、

廃石膏ボード 

混合 

既設倉庫 
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● 廃棄物処理に関する責任と役割表 

 

 責任者 役割 

 

本社 

 

廃棄物統括責任者 

 

① 管理組織の整備 

② 基本方針の決定 

 

 

 

 

廃棄物担当者 

① 廃棄物統括責任者の補助 

② 管理規定の作成 

③ 教育・啓発 

④ 法令の改正、行政庁の指導内容などの周知 

⑤ 建設廃棄物の発生量、及び指導内容などの周知 

⑥ 処理業者・再資源化施設の調査と選定 

⑦ 委託契約の締結 

⑧ 建設廃棄物処理実績書、建設廃棄物処理計画書の作成 

⑨ プロジェクトへの助言、指導 

 

機材センター 

 

 

 

クレバリー安城店 

 

廃棄物処理責任者 

（管理部  

機材ｾﾝﾀｰ担当者） 

 

（住宅部 担当者） 

 

① 職員・協力業者の教育・指導 

② 資材納入業者の指導 

③ 委託契約の締結 

④ 処理委託契約書、マニフェストの保存 

⑤ プロジェクトへの助言、指導 

⑥ 処理業者の監督及び処理状況の確認 

⑦ 建設廃棄物処理実績の集計・保存及び本社への報告 

⑧ マニフェストの交付管理 

 

プロジェクト 

 

廃棄物処理責任者 

（現場担当者） 

 

① 処理計画書の作成 

② 委託契約の締結 

③ 処理委託契約書、マニフェストの保存 

④ 処理業者の監督及び処理状況の確認 

⑤ 建設廃棄物処理実績の集計・保存及び各課への報告 

⑥ マニフェストの交付管理 

⑦ 協力業者の指導、監督 

 



別紙３－１ 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】      

産業廃棄物の種類 その他瓦礫類 廃プラスチック類 金属くず 紙くず 木くず 

排 出 量 ５９ｔ ７５ｔ ４８ｔ １４ｔ １８２ｔ 

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 

・材料などの余剰材が発生しないように管理を行う。 

・梱包材の簡素化を行う。 

 

 

【本年度（平成２４年度）目標】  

産業廃棄物の種類 その他瓦礫類 廃プラスチック類 金属くず 紙くず 木くず 

排 出 量 ５３ｔ ６７ｔ ４３ｔ １２ｔ １６０ｔ 

 

②計画 
（今後実施する予定の取組） 

 

・工法の見直し、改善を行う。 

・設計及び施工の各段階にて、メーカーや発注者と調整する。 

 

 



別紙３－２ 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】      

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 混合（安定型のみ） 混合（管理型含む） 建設汚泥 ガラス類 

排 出 量 ６２ｔ ２０ｔ １６５ｔ ２２ｔ ４９ｔ 

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 

・材料などの余剰材が発生しないように管理を行う。 

・梱包材の簡素化を行う。 

 

 

【本年度（平成２４年度）目標】  

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 混合（安定型のみ） 混合（管理型含む） 建設汚泥 ガラス類 

排 出 量 ５５ｔ １８ｔ １５０ｔ ２０ｔ ４５ｔ 

 

②計画 
（今後実施する予定の取組） 

 

・工法の見直し、改善を行う。 

・設計及び施工の各段階にて、メーカーや発注者と調整する。 

 

 



別紙４－１ 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 その他瓦礫類 廃プラスチック類 金属くず 紙くず 木くず 

全 処 理 委 託 量 ５９ｔ ７５ｔ ４８ｔ １４ｔ １８２ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
５９ｔ ７５ｔ ４８ｔ １４ｔ １８２ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
５９ｔ ７５ｔ ４８ｔ １４ｔ １８２ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

 ①現状

（これまでに実施した取組） 

 

・再資源化施設を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 

・中間処理業者に更なる減量化を依頼する。 

 

 

 



【本年度（平成２４年度）目標】  

産業廃棄物の種類 その他瓦礫類 廃プラスチック類 金属くず 紙くず 木くず 

全 処 理 委 託 量 ５３ｔ ６７ｔ ４３ｔ １２ｔ １６０ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
５３ｔ ６７ｔ ４３ｔ １２ｔ １６０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
５３ｔ ６７ｔ ４３ｔ １２ｔ １６０ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 
 ②計画

（今後実施する予定の取組） 

 

・建設混合廃棄物を搬出時および委託処分により選別し、再利用を進める。 

 

  

 

 

 

 

 



別紙４－２ 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（平成２３年度）実績】       

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 混合（安定型のみ） 混合（管理型含む） 建設汚泥 ガラス類 

全 処 理 委 託 量 ６２ｔ ２０ｔ １６５ｔ ２２ｔ ４９ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
６２ｔ ２０ｔ １６５ｔ ２２ｔ ４９ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
６２ｔ ２０ｔ １６５ｔ ２２ｔ ４９ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

 ①現状

（これまでに実施した取組） 

 

・再資源化施設を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 

・中間処理業者に更なる減量化を依頼する。 

 

 

 



【本年度（平成２４年度）目標】  

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 混合（安定型のみ） 混合（管理型含む） 建設汚泥 ガラス類 

全 処 理 委 託 量 ５５ｔ １８ｔ １５０ｔ ２０ｔ ４５ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
５５ｔ １８ｔ １５０ｔ ２０ｔ ４５ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
５５ｔ １８ｔ １５０ｔ ２０ｔ ４５ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ ０ｔ 
 ②計画

（今後実施する予定の取組） 

 

・建設混合廃棄物を搬出時および委託処分により選別し、再利用を進める。 

 

  

 

 

 

 

 


